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新型コロナウイルス感染症への対応
について

令和２年２月２０日
三重県医療保健部 新型コロナウイルス感染症対策チーム
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新型コロナウイルス感染症対策の現状
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新興感染症への対策の目的

１）感染拡大を可能な限り抑制し、国民の生命及び健康を保護する。
・感染拡大を抑えて、流行のピークを遅らせ、医療体制の整備やワクチン製造のための時間を確保する。
・流行のピーク時の患者数等をなるべく少なくして医療体制への負荷を軽減するとともに、医療体制の強化を図る
ことで、患者数等が医療提供のキャパシティを超えないようにすることにより、必要な患者が適切な医療を受けら
れるようにする。
・適切な医療の提供により、重症者数や死亡者数を減らす。

２）国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにする。
・地域での感染対策等により、欠勤者の数を減らす。
・事業継続計画の作成・実施等により、医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業
務の維持に努める。

（出典）新型インフルエンザ等対策政府行動計画

新型コロナウイルス感染症と新型インフルエンザとの相違

・潜伏期、臨床経過など不明な点が多い
⇒ 中国のデータ、国内チャーター便・クルーズ船のデータでの
知見が集積されてくる

・検査方法がPCRのみ
⇒ 簡易キットの開発

・ワクチンがない
⇒ ワクチンの研究・開発

・治療法がない
⇒ 抗HIV薬の臨床試験 等

・封じ込めができれば封じ込め（日本だけでなく、中国や他国
でも封じ込めできるかどうか？）
・封じ込めができなくとも、ピークを遅らせ、ワクチン・治療法開発
までの時間を稼ぐ

水際対策・専用外来・接触者調査・国民皆の感染
対策強化を行いながら、少しでも感染源を減らしてい
く対策を行っている段階
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新型コロナウイルス感染症について
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China CDCによる2月11日までの44,000人のデータ

http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51?from=timeline&isappinstalled=0

The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020

【参考資料２】
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The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020
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日本における新型コロナウイルス感染症患者の報告（症例１）

http://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content id=31

【参考資料３】

日本感染症学会ウェブサイト. 新型コロナウイルス感染症 症例報告

【症例１】 33歳 女性 湖南省在住
【経過】
1月19日、武漢のホテルに１泊
1月20日に来日
1月23日から咽頭痛、37.5℃の発熱
1月24日、初診（急性上気道炎として帰宅）
1月27日、発熱遷延、咳嗽・喀痰・頭痛・悪寒出現
レントゲンで浸潤影なし、尿中グラム陰性桿菌を
認め腎盂腎炎として加療

１月30日、熱、咳嗽、喀痰が続き再診・
胸部レントゲン・CTで浸潤影あり入院

4日間

11日間
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日本における新型コロナウイルス感染症患者の報告（症例２）

http://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content id=31

【参考資料３】

日本感染症学会ウェブサイト. 新型コロナウイルス感染症 症例報告

【症例２】 54歳 男性 武漢に仕事で滞在中
【経過】
1月27日、咽頭痛と鼻汁
1月29日、帰国の飛行機内で軽度の悪寒

37.1℃の発熱、上気道炎があり
2019-nCoV感染症疑いで入院

肺炎像なし
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日本における新型コロナウイルス感染症患者の報告（症例３）

http://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content id=31

【参考資料３】

日本感染症学会ウェブサイト. 新型コロナウイルス感染症 症例報告

【症例３】 41歳 男性 12/20-武漢に仕事で滞在中
【経過】
1月31日、帰国した際、38℃の発熱と軽微な咳嗽
が出現。2019-nCoV感染症疑いで入院

2月1日 左肺尖部、左肺舌区にすりガラス影



新型コロナウイルス感染症
地域流行時の対応について
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帰国者・接触者相談センターへの受診の目安

リンク不明（誰から誰に感染したかが分からない）感染者が国内で見られるようになり、
帰国者（湖北省・浙江省）という情報をkey wordに、リスクの高い患者を選別し、疑似症の診断を行うことができなくなってきている。
⇒ 国内誰でも感染している可能性があるとの前提で、症状に基づき、疑似症の診断を行う方針が追加された。

【参考資料４】

2月17日発出

相談・受診の前に心がけていただきたいこと

〇 発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控える。
〇 発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。

帰国者・接触者相談センターにご相談いただく目安

〇 以下のいずれかに該当する方は、帰国者・接触者相談センターに御相談ください。
・ 風邪の症状や３７．５度以上の発熱が４日以上続く方
（解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です。）
・ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方
〇 なお、以下のような方は重症化しやすいため、この状態が２日程度続く場合には、帰国者・接触者相談セン
ターに御相談ください。
・ 高齢者
・ 糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）の基礎疾患がある方や透析を受けている方
・ 免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

（妊婦の方へ）
妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに帰国者・接触者相談センターに御相談くださ
い。

（お子様をお持ちの方へ）
小児については、現時点で重症化しやすいとの報告はなく、新型コロナウイルス感染症については、目安どおりの
対応をお願いします。
○ なお、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況であり、インフルエンザ等の
心配があるときには、通常と同様に、かかりつけ医等に御相談ください。



新型コロナウイルス感染症の届出基準

感染症法上の届出基準

（２） 臨床的特徴等（2020年２月２日時点）
現時点で動物等の感染源については不明である。家族間、医療機関
などをはじめとするヒト－ヒト感染が報告されている。2019年12月より中
華人民共和国湖北省武漢市を中心として発生がみられており、世界的
に感染地域が拡大している。
臨床的な特徴としては、潜伏期間は２～１０日であり、その後、発
熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状が出現する。一部のものは、主に
５～１４日間で呼吸困難等の症状を呈し、胸部X線写真、胸部CTな
どで肺炎像が明らかとなる。高齢者及び基礎疾患を持つものにおいては
重症化するリスクが一定程度あると考えられている。

（３） 届出基準
ウ 疑似症患者
医師は、（２）の臨床的特徴を有する者について、（４）に該当するこ
と等から新型コロナウイルス感染症が疑われ、当該者を新型コロナウイルス感
染症の疑似症と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出
を直ちに行わなければならない。

（４） 感染が疑われる患者の要件
患者が次のア、イ、ウ又はエに該当し、かつ、他の感染症又は他の病因による
ことが明らかでなく、新型コロナウイルス感染症を疑う場合、これを鑑別診断に入
れる。ただし、必ずしも次の要件に限定されるものではない。

ア 発熱または呼吸器症状（軽症の場合を含む。）を呈する者であって、新型
コロナウイルス感染症であることが確定したものと濃厚接触歴があるもの

イ ３７．５℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前１４日以内にＷ
ＨＯの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地
域に渡航又は居住していたもの

ウ ３７．５℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前１４日以内にＷ
ＨＯの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地
域に渡航又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの

エ 発熱、呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般
に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが
必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断し
（法第１４条第１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症に相
当）、新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの

該当する地域は、武漢市を含む湖北省、浙江省
・武漢市は、1月23日に中国において閉鎖（該当者の存在 2/5まで）
・湖北省は、2月1日から日本入国禁止（該当者の存在 2/13まで）

リンク不明者（ア～ウに当てはまらない者）対象

（2月3日通知、2月4日一部改正）

【参考資料５】

行政検査の対象者 （2月17日事務連絡）

・ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎が疑われる者（特に高齢者又は基礎疾患があるものについて
は、積極的に考慮する）
・ 症状や新型コロナウイルス感染症患者の接触歴の有無など医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症と疑う者
・ 新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で陽性となった者であって、その治療への反応が乏しく症
状が増悪した場合に、医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症と疑う者

新型コロナウイルス感染症にかかる検査については、以下の点に留意すること。
（１）以下の検査を行った上で、陰性であった場合には検査を実施すること

・季節性インフルエンザにかかる検査
・その他一般的な呼吸器感染症の病原体の検査

（２）結果判明までに時間がかかる培養検査などについては、当該検査結果を待つ必要はないこと

新型コロナウイルス感染症を疑った際、
血液検査等に加え、
・肺炎の有無の確認（胸部レントゲン）
・インフルエンザ迅速検査
・尿中肺炎球菌抗原検査
等、施設の状況に応じて実施することとし
てはどうか？
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指定感染症（新型コロナウイルス感染症）に対する届出と疑似症定点による届出の相違

・今回の新型コロナウイルス感染症の流行に対して、当初、法第14条第１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症（疑似症サーベイラン
ス）の枠組みを用いて、症状（37.5℃かつ呼吸器症状）、曝露歴（２週間以内の武漢市訪問、患者（疑い）患者）との接触歴）、中等
～重症（肺炎）を認める場合に検査が行われてきた。
・2月１日から、新型コロナウイルス感染症が指定感染症に位置づけられ、指定感染症としての届出基準が定められたため、今後は、指定感染症（新型コロナ
ウイルス感染症）の疑似症の届出を行い、検査を行っていく形となる。
・ただし、指定感染症の届出基準の患者要件（エ）は、疑似症サーベイランスの要件に相当する基準となっており、疑似症サーベイランスの枠組みも残っている
点に留意が必要

指定感染症（新型コロナウイルス感染症） 疑似症サーベイランス（法第14条第１項に規定する厚生労働
省令で定める

全数報告対象（指定感染症）
（全ての医師が、全ての患者の発生について届出を行う感染
症）

届出対象医
師・施設

定点報告対象（疑似症定点）
（全国約700カ所の集中治療を行う医療機関等が届出を行う感染
症）

コロナウイルス科ベータコロナウイルス属の新型コロナウイルスによる
急性呼吸症候群である。

定義 発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症
を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見
に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに
特定の感染症と診断することができないと判断したもの。

疑似症患者
医師は、（２）の臨床的特徴を有する者について、（４）に該
当すること等から新型コロナウイルス感染症が疑われ、当該者を新
型コロナウイルス感染症の疑似症と診断した場合には、法第１２
条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
エ 発熱、呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、
医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療
その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染
症と診断することができないと判断し（法第１４条第１項に
規定する厚生労働省令で定める疑似症に相当）、新型コロナ
ウイルス感染症の鑑別を要したもの

届出基準 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、１の定義
を満たす者を診察したときは、当該症状が二類感染症、三類感染症、
四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合
及び感染症法の対象外の感染性疾患であることが明らかな場合を除き、
法第１４条第２項の規定による届出を直ちにしなければならない。

新型コロナウイルス感染症のみが対象。
すべての医師が届出可能。届出時点で、指定感染症の疑似症に
該当する。

備考 新型コロナウイルス感染症以外の感染症も対象。
疑似症定点医療機関の医師が対象（柔軟な運用も可能か？）。
新型コロナウイルス感染症と判明すれば、指定感染症の患者（確定
例）として届出。
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新型コロナウイルス感染症の検査・入院のフロー

新型コロナウイルス感染症の現状の評価と 国内のサーベイランス、医療体制整備について
（２０２０年 2 月 7 日 国立感染症研究所・国立国際医療研究センター 国際感染症センター）

疑似症に対して検査を実施し、陽性となった場合は、原則として感染症指定医療機関に入院勧告を行う
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新型コロナウイルス感染症における退院等基準
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【参考資料６】


